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研究成果の概要：本研究は、終末期患者の安楽死を正当化する可能性を模索したものである。

とりわけ、安楽死を望む患者の同意は真意であり、そうでない場合の同意には瑕疵がある（ゆ

えに安楽死は正当化される）という有力な学説に取り組んだ。このことが証明できれば、安楽

死の正当化は容易に導かれることになる。しかし結論として、そのような区別には根拠がない

ことが明らかになった。更に、このことによって安楽死正当化のためには更なる道筋を模索し

なければならなくなったのだが、それについては国民の「死生観」にも由来する刑事政策が重

要な役割を果たしうることを明らかにした。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 620,000 0 620,000 

2008 年度 390,000 117,000 507,000 

総 計 1010,000 117,000 1127,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・刑事法学 
キーワード：刑事法・臨床心理学 
 
１．研究開始当初の背景 
（１）現在、世界各国で安楽死は様々な取り
扱いがなされている。日本でも遅ればせなが
ら、2007 年 4月に厚労省による安楽死に関す
る指針が発表された。しかし、それはなお十
分な議論と根拠に基づくものではなかった
ように思われる。医学の発達により、長く命
をつなぎとめておくことができるようにな
り、その反作用として「人間らしく生きる」
とは何かが問われることになったいま、安楽
死許容の も大きな壁である刑法学の立場
から安楽死についてあらためて論じなけれ
ばならないと考えた。 
（２）また、申請者は、「被害者の承諾」に
ついての研究を過去から現在にかけて行っ
ている。「被害者の承諾」は安楽死と深くか

かわった分野であり、申請者のこれまでの研
究の発展として、安楽死の正当化を導くこと
ができないかと考えた。 
 
（３）中でも、「通常の自殺志願者の死を望
む意思には瑕疵があるが、安楽死を望む患者
の意思は真意である。それゆえ、両者を区別
して取り扱うことができ、安楽死は正当化で
きる」と解する説を必ず検討しなければなら
ないと考えた。なぜなら、この命題が真だと
すれば、他のどの説よりも容易く、説得力の
ある形で安楽死の正当化を導けるのであり、
逆にこれが偽だと判明したら、他の理論を検
討する価値（意義）がより高まると考えたか
らである。 
 



２．研究の目的 
 本研究は、安楽死正当化の可能性を刑法学
的な立場から模索する目的で行った。とりわ
け、終末期にある患者のみを対象として、安
楽死を理論的にどう許容するのかを第 1の検
討課題としていた。 
 また、そのような理論に基づき、安楽死正
当化の要件を導くことも、目標としていた。 
 
３．研究の方法 
（１）各国との対比 
 安楽死は世界各国共通の問題である。とり
わけ先進国であればあるほど、医学的な技術
は高くなり、安楽死は急務の問題としてあら
われてくる。そのため、先進各国の安楽死の
取扱いについて検討し、そのような取り扱い
が導かれた理論についても検討を行った。 
 対象国は、安楽死が広く認められているオ
ランダ、日本と刑法学的な基盤が共通してお
り、刑法的（解釈論的）に も参考となるド
イツである。 
 主に文献による研究をおこなった。ドイツ
においては、現地の図書館に行き、多数の文
献にあたった。 
 
（２）精神医学的な研究 
 精神医学的に、安楽死を望む患者と、ただ
の自殺志願者の死を望む意思には差異があ
るかを検討した。本研究の も力を入れた点
がここである。 
 当初は、臨床心理学の分野で行っていたが、
中途から精神医学の方が、より適切であると
判明し、研究分野を切り替えた経緯もある。 
 主に文献による研究を行ったが、専門的な
知識のある学者に数々の助言をいただいた。 
 
（３）刑法解釈学的な研究 
 （２）の方法以外にも、安楽死を正当化す
る理論的可能性があるか否かを検討した。 
 主に文献による研究を行った。 
  
４．研究成果 
（１）各国との対比 
 オランダでは、安楽死は消極的なもの、積
極的なもの、どちらも許容され、さらに対象
は終末期の患者に限らないことが特徴的で
あった。オランダの自由主義的・個人主義的
な国民性・政策の反映と思われる。 
それに対して、ドイツの立場は、学説的に

は消極的安楽死を認め、積極的安楽死は認め
ないというものが多かった。政府の立場とし
ても同様である。このような立場は、日本で
も受け入れやすく、また実際に日本の学説で
好まれる区別である。しかし、理論的な理由
付けは十分ではなく、なお議論の余地があっ
た。 
今後は、なぜ両国がそのような態度を取る

にいたったか、歴史的な経緯、国民の「死生
観」等を基礎におき、更なる検討が必要とな
るだろう。 
 
（２）精神医学的な研究 
 ①リンゲルの著書 
 単なる自殺者と安楽死を望む者の同意は
質が違うという見解は、医師であるリンゲル
によって発表された論文に基づき、刑法学者
のブリンゲバードを経て、同じく刑法学者の
ヤコブスなどによって主張された見解であ
った。 
 しかし、学説の原点であるリンゲルの著書
には、確かに自殺を望む者は、「自殺前症候
群」という精神的な疾患を患っているとの記
述はあるものの、この結論に至った症例に、
安楽死に分類される事例があることが判明
した。また、リンゲルの著書は、現在の精神
医学会には全く影響を与えていない類の著
書であることが明らかになった。 
②現在の精神医学的な分析 
 自殺を望む者は鬱状態にある。このことは
一般的に認められていた。しかし、その症例
の中に、やはり安楽死に分類される終末期の
患者も含まれていた。 
 また、「鬱」を、刑法上、同意の真意性を
排除する精神疾患とまで見るかは、なお検討
の余地がある。 
 以上のことから、安楽死を正当化するため
の道筋として、 も容易な道筋には説得力が
ないことが明らかになり、安楽死の正当化の
ためには、更なる道筋の検討が必要であるこ
とが明らかになった。 
 
（３）刑法解釈学的な研究 
 刑法解釈学的には、安楽死を正当化するた
めに、なお十分ではないが、複数の学説が存
在している。 
 （３）の検討のためには、なぜ同意殺人が
可罰的かという疑問が重要になってくるの
だが、とりわけ説得力があるように見えたの
は、刑事政策を根拠とする説である。つまり、
「殺人をタブー化する」という社会の利益が
同意殺人を可罰的とするのであり、それは、
お互いを人として尊重しあう社会のために
必要な政策的判断である。しかし、このよう
なタブー化は、それが逆に個人の尊厳に貢献
すると思われる場合には、解除されることに
なる（たとえば死刑もその一例であろう）。
そして、それこそが安楽死の正当化を導く可
能性を有している。 
 国民の「死生観」、国家の「互いを尊重し
あう秩序を守る」利益（であり義務）との関
係で、殺人の禁止命令は解除されるのであり、
安楽死はその例でありうる。 
 上記のことが説得力ある形で証明されれ
ば、刑事政策的側面から、安楽死の要件を導



くことになるのだが、これに関しては更なる
検討を必要とする。 
 刑事政策は時の為政者の思惟に基づくも
のではなく、根拠のあるものである。上記の
ように、国民の「死生観」や、国際社会の潮
流などを慎重に検討して初めて導かれるも
のである。 
 今後の研究課題としては、国民の「死生観」、
国民と国家との関係といったものを基礎に
置きながら、世界各国（とりわけ先進諸国）
の安楽死政策を改めて眺め、日本の安楽死の
要件を導くことが必要となる。 
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